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● 申し込み方法 ●
メール又は直接窓口へ
お越しください。

市役所窓口 メール

市民活動支援課（市民窓口
館 3階）へ掲載したい写真
を持参のうえお越しくだ
さい。

メールで申請される
方は右記のQRから
申請してください。

※写真の掲載は２枚まで

ブロッサム
　平成 28 年 4 月に結成し、子どものキャリア
教育支援や食育活動（「子ども食堂」支援）等
に取り組んできましたが、現在は新型コロナウ
イルスの影響によりフードパントリー（食糧支
援）を主に活動しています。

【活動報告】

結の家 ‒ 笛吹
　平成 29 年 1 月に結成し、空き家・休耕地、
子育て支援、生活困窮者自立就労支援、高齢者・
障害者の共生社会活動、地域防災などの地域課
題の解決をミッションに活動しています。

【活動報告】

『第8回にじいろフードパントリー笛吹』
【日時】令和 3年 5月 17 日（月曜日）
【場所】JAふえふき富士見農産物直売所  駐車場
【対象】笛吹市在住のひとり親世帯

事前申込のうえ会場にお越しいただき、ドライ
ブスルー方式にて食糧支援を行いました。ご支
援・ご協力いただきました皆様、ありがとうご
ざいました。今後の募集情報は、「よっちゃばる
ネット笛吹」でお知らせします。

笛吹高校とのコラボ企画　『夏休み子ども農園』
【日時】令和 3年 8月 3日（火曜日）
【場所】 山梨県立笛吹高等学校　農場
【参加者】笛吹市内の小学生

今年は規模を縮小して開催しました。笛吹高校
の生徒と一緒に野菜や果物を収穫し、花の寄せ
植え体験、クイズ大会、景品争奪じゃんけん大
会を行いました。コロナ禍ではありましたが、
参加してくれた子どもたちの夏の思い出を一緒
に作ることができ、私たちも元気をもらいました。

問合せ・提出先
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仲間を増やしませんか？

笛吹市は市民活動を応援しています

よっちゃばる広場の利用

令和3年度 市民ボランティア団体・NPO法人助成事業

市民活動支援機器の貸出し
市民活動団体、ボランティア団体等が無料で利用でき
る専用の打合せ（会議）スペースとして、御坂農村環
境改善センター内に市民活動サロン「よっちゃばる広
場」を開設しています。

利用には、あらかじめ団体登録が必要です。
市民活動支援課へ利用団体登録書を提出してください。

NPO設立に係る経費、市民活動団体等（サークル団体は対象外）の活動を周知するための経費や市民対象に開催
するイベント等を開催するための経費に対し、助成金を交付いたします。

市内で活動する地域コミュニティ団体（自治会等）、
市民活動団体、ボランティア団体等に対してプロジェ
クターやポータブルマイクの無料貸出を行っています。

機器の貸出を利用するには市民活動支援
課に事前予約の上、市民活動支援機器貸
出申請書を提出してください。予約先　笛吹市御坂農村環境改善センター

　　　　TEL：055-262-6283
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※NPO法人の設立に対する経費は
　助成限度額 10 万円
※市との協働事業を対象とした
　「地域振興促進助成金事業」も募
　集しております。

【助成限度額】

【申 請 期限】

A

B

C

講師への謝礼講師への謝礼講師への謝礼 会場等の使用料会場等の使用料会場等の使用料
チラシ、ポスター等

印刷費
チラシ、ポスター等

印刷費
チラシ、ポスター等

印刷費
イベント開催の
保険料

イベント開催の
保険料

イベント開催の
保険料

事業に係る
消耗品費
事業に係る
消耗品費
事業に係る
消耗品費

○団体運営や団体構成員に関する経費（例：団体構成員の人件費、食糧費など）
○事業実施に必要でない経費（例：助成金の申請等に関する経費）　○賞金、表彰金　
○備品購入費（例：家電など）　○インターネット関連の経費　○委託費（警備費、ゴミ処理料を除く）

●対象外の経費（一例）

こんな経費にお使いください

中央高速道路
・スクリーン

・プロジェクター

・スピーカー内蔵型マイク

・三脚付き非接触温度計NEWNEW


